
入札説明書と契約書雛形について 
デジタル庁における入札説明書、契約書案について、以下、入札説明書及び契約書雛形は、標準的なモ

デルを掲載したものであり、調達案件によって、会計担当契約班で適宜修正や契約書形態によって変更す

るものとします。 

【例：一般競争（最低価格落札方式）売買契約】 

 

入札説明書 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件は、電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ））により入札及び電子契

約を行う。ただし、電子調達システムを使用することができない場合、理由書を

提出した上で、紙による応札等の手続ができるものとする。 

電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp/ 
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入札説明書 

 

１ 契約担当官等の氏名及び所在地 

(1) 契約担当官等 支出負担行為担当官 デジタル庁会計担当参事官 ○○ ○○ 

(2) 所在地    〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町１番３号 東京ガーデンテラス紀尾井町 

 

２ 競争入札に付する事項 

(1) 件名    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

(2) 仕様等   別紙仕様書のとおり 

(3) 契約条項  契約書（案）（別記様式３）のとおり 

(4) 契約期間  契約締結日から令和○年○月○日まで 

(5) 履行場所  別紙仕様書のとおり 

 

３ 競争の方法 

一般競争入札（最低価格落札方式）による。 

 

４ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 

ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている 

者については、この限りではない。 

(2) 予算決算及び会計令第71 条の規定に該当しない者であること。 

(3) 令和４・５・６年度全省庁統一資格において、●●●●●●●●のＡ、Ｂ又はＣの等級に格付け 

された者であること。 

(4) 前記(3)の資格を有するもの以外の者で、「技術力のある中小企業者等の入札参加機会の拡大  

について」（平成12年10月10日政府調達（公共事業を除く）手続の電子化推進省庁連絡会議幹事 

会決定（令和３年6月24日改正））に基づき、上位等級への参加基準を満たす者で当該入札に参加 

を希望する者は、５の会計担当契約班に照会の上、(6)から(8)の提出書類とは別に必要書類を提出 

すること。 

(5) デジタル庁又は他府省庁等における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止 

を受けている期間中でないこと。 

(6)  17(1)に示す履行証明書を提出し、審査に合格した者であること。 

(7)  デジタル庁における入札制限等に関する規程（令和3年9月1日会計担当参事官決定）に基づき 

  入札制限対象企業の指定を受けていない者（入札制限の適用を除外された者を含む。）である 

こと。（※本規程は、予定価格が10万SDR以上の調達案件が対象。） 

(8)  入札に参加を希望する者は、暴力団等に該当しない旨の誓約書（別記１）を提出すること。 

 

５ 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所 

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町１番３号 東京ガーデンテラス紀尾井町20階 

デジタル庁戦略・組織グループ会計担当契約班 

 

６ 入札説明会の日時及び場所 

開催しない。なお、質問等がある場合は、後記18記載の担当者まで問い合わせること。 

 

７ 履行証明書の提出期限及び場所 

(1) 提出期限  令和○年○月○日（○) ○時○分 

(2) 場  所   ５.の提出先と同じ。 
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本入札に参加を希望する者は、履行証明書を作成の上、上記担当まで提出（郵送の場合は、 

提出期限までに必着）すること。 

※審査結果は、令和○年○月○日○時○分までに担当から全者へ通知する。 

 

８ 入札書の提出期限、場所及び開札の日時及び場所 

(1) 入札書の提出期限 令和○年○月○日（○）○時○分 

（入札書（別記様式１）を郵送する場合は、入札書等の提出場所に必着のこと）。 

(2) 入札書の提出場所 前記５とする。ただし、事前に連絡の上、提出すること。 

(3) 開札の日時 令和○年○月○日（○）○時○分 

ＧＥＰＳの電子入札機能による入札の場合には、上記の入札書の提出期限までに当該システム 

に定める手続に従い、入札書を提出しなければならない。通信状況により当該システムに入札書 

が到着しない場合があるので、余裕を持って入札すること。 

(4) 開札の場所    東京都千代田区紀尾井町１番３号 

東京ガーデンテラス紀尾井町 デジタル庁入札室 

 

９ 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 

10 入札保証金及び契約保証金 

免除する。 

 

11 入札書の記載方法等 

(1) 本入札においては○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○について調達を行うものとする。  

(2) 入札者は、当該調達に要する一切の費用を含む総価を見積るものとする。  

(3) 入札参加者の入札金額は、仕様書に基づく価格のほか、輸送費保険料及び関税等指定する納入  

場所での引渡しまでに要する一切の諸経費を含む総価とする。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する 

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とす 

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である 

か免税事業者であるかを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

(4) 入札参加者は、入札書（別記様式１）に次に掲げる事項を記載しなければならない。  

① 入札金額 

② 件 名 

③ 入札者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名に加え、事業責任 

者並びに担当者の氏名、連絡先（代表者と同じ場合は氏名のみで可）を記載すること）。また、 

代理人等をして入札させるときは、上記に加え、その代理人等の氏名も記載すること。 

 

12 入札書の提出方法等 

(1)  入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読のうえ、入札しなければな 

らない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めること 

ができる。 

また、ＧＥＰＳの電子入札機能による入札参加者は、当該システム操作マニュアルを熟読のう 

え、入札すること。 

ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

(2) 入札参加者は、ＧＥＰＳの電子入札機能により入札すること。上記によりがたい場合は別記様  

 式１を参照の上作成し、直接又は郵便（書留郵便に限る。）により提出しなければならない。 

なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 
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(3) 入札書を直接提出する場合は、封筒に入れ封し、かつ、その封皮に入札件名及び入札日時を記  

 載しなければならない。 

(4) 書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書在中」の旨を朱書  

し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書の提 

出期限までに提出しなければならない。 

(5) 入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。  

(6) 入札参加者は、履行証明書提出時において、令和４・５・６年度の全省庁統一資格の写しを併せ  

て提出しなければならない。 

また、代理人をして入札させるときは、入札書提出時において、その委任状（別記様式２）を 

一緒に提出しなければならない。 

(7) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。  

(8) 入札参加者は、入札書の提出（ＧＥＰＳの電子入札機能により入札した場合を含む）のほか誓  

約書（別記）を提出しなければならない。代理人をして入札した場合においても同様とする。 

 

13 入札の無効 

次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。 

(1) 入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書  

(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書 

(3) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正に係る署名のないもの 

(4) 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書 

(5) 明らかに連合によると認められる入札書 

(6) 同一の入札について、２通以上提出された入札書 

(7) 前記12－(7)に違反した入札書 

(8) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書 

(9) 入札公告により一般競争参加資格審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出したもの  

が、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件 

に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了し 

ないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書 

(10) 上記４(7)の規程による適用除外申請書並びに４(8)の規程に該当しないことの誓約に虚偽が 

  あった場合又は誓約内容に反することとなった場合の入札書 

 

14 開札及び再度入札 

(1)  開札は、原則としてＧＥＰＳにて行う。ただし、直接入札に参加する者がいる場合は、立会い 

     の下で行うこととし、入札参加者で出席しない者があるときは、入札に関係のない職員を開札に  

立ち会わせる。 

また、ＧＥＰＳの電子入札機能による入札参加者の立会いは不要であるが、開札時刻には端末 

の前で待機するものとする。 

(2)  開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに 

ＧＥＰＳの電子入札機能における再入札通知書により再入札の時刻（目安として15 分程度後） 

を示し、再入札を行うものとする。 

その時刻までに、当該システムによる入札参加者の入札書が届かない場合は、辞退の入札をし 

たことと見なすので注意すること。 

(3)  再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申し立  

てはできない。 
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15 契約書作成の要否及び契約条項 

(1) 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

契約書の作成は、ＧＥＰＳ上で行う。電子契約書の作成を希望しない場合は、その旨申し出る 

こと。 

(2) 契約条項は、契約書（案）（別記様式３）により作成するものとする。  

なお、ＧＥＰＳ上で契約書を作成する場合には、「契約書（案）」の内容をシステムの様式に 

て作成する。 

(3) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100 分の110 に相当する額とする。 

なお、当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該金 

額を切り捨てた後に得られる額をもって申込みがあったものとする。 

 

16 落札者の決定方法 

      (1) 本入札説明書における要求要件を全て満たし、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作 

成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とす 

る。 

(2) 前号の場合において、落札者となるべき者が２人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に  

くじを引かせて落札者を決定する。 

(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、こ  

れに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。 

(4) 落札者を決定したときは、入札参加者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭で 

通知する。また、ＧＥＰＳによる入札参加者には開札結果通知書を送信する。 

 

17 その他 

(1) 履行証明書について 

①  入札参加者は、仕様書に示す業務に関して履行する能力があるかを証明するための履行証 

明書を、上記７の履行証明書の提出期限までに提出しなければならない。 

② 履行証明書は封筒に入れ封し、かつその封皮に入札件名及び「履行証明書在中」と記載す 

ること。 

② 履行証明書の作成に要する費用は提出者の負担とする。 

③ 支出負担行為担当官等から、提出された資料に関して説明を求められた場合には、それに 

応じなければならない。 

④  支出負担行為担当官等は、提出された書類を本件以外に提出者に無断で使用することは無い。 

⑤  一旦受領した書類は返却しない。 

⑥  一旦受領した書類の差替え及び再提出は認めない。 

(2)  入札参加者は、令和○年○月○日（○）○時○分までに本仕様に関する見積書（別記様式４） 

  を作成し、keiyaku@digital.go,jp 宛に提出すること。 

(3)  最低価格をもって有効な入札を行った入札者の入札価格が予定価格の１０分の６を乗じて得た 

値を下回った場合は、低入札価格に関する調査を実施する場合がある。（※売買は実施しない。） 

(4)  調査の対象となる入札者は、入札理由・入札価格の積算内訳・手持ち案件の状況・履行体制・ 

  国及び地方公共団体等における契約の履行状況について、資料提出及びヒアリング等に協力し 

  なければならない。 

(5)  落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書（種類別の単価、工数及び金額）及び代金の請 

求に係る銀行口座情報を支出負担行為担当官あてに提出すること。 

(6)   入札参加業者名、入札金額等については、外部からの問い合わせ等に対し、公表することと 

する。 

(7)   落札者は、業務に関し再委託を要する場合には、落札決定後速やかに別途提示するデジタル 

mailto:keiyaku@digital.go,jp
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庁の再委託申請書を提出し承認を受けること。なお、承認前に再委託が行われないよう、事前 

申請の徹底を図ること。 

(8)   (7)により再委託の承認を受けた落札者は、デジタル庁WEBサイト上で、本調達に係る再委 

託先（再々委託等を含む）の「企業名」を公表することに同意するものとする。 

(9)  本入札に係る契約締結は、令和●年度当初予算に当該経費が盛り込まれるとともに同予算が 

成立し、予算示達がなされることを条件とする。 

(10)  公共調達における人権配慮について 

      本公告に入札意思のある者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガ 

イドライン」（令和４年９月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施 

     策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 

(11) 不明な点は下記18に問い合わせることとし、ＧＥＰＳの質問回答機能は使用しないこと。 

 

18 問い合わせ先 

(1) 入札等について 

デジタル庁 戦略・組織グループ 会計担当契約班 

電話番号 ０７０－７４１６－９９２４（代表） 

keiyaku＠digital.go.jp 

(2) 仕様書、履行証明書について 

デジタル庁 ○○○○○○○○グループ ○○○○○○○○担当 

       電話番号 XXX-XXXX-XXXX 

(3) 電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ）に関する事項  

電子調達システムヘルプデスク 

電話番号 ０５７０－０００－６８３（ナビダイヤル） 

０３－４３３２－７８０３（ＩＰ電話等をご利用の場合） 

受付時間 ９：００～１７：３０（平日） 

URL  https://www.geps.go.jp/contact_us 
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別記様式１ 

 

 

入 札 書 

 

令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

デジタル庁会計担当参事官 殿 

 

所在地 

会社名 

代表者（代理人等）氏名（※１） 

業者コード№（※２） 

 

入札公告及び入札説明書承諾のうえ下記のとおり入札します。 

 

記 

 

１．入札件名 

 

２．入札金額 金                                    円（総価（※３）・税抜き） 

 

 

氏名 連絡先電話番号 連絡先メールアドレス 

事業責任者：   

担 当 者：   

 

 

※１ 入札者本人の氏名を記載すること。 

別記様式２－１及び２－２を使用し代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該 

代理人等の氏名を記入すること。 

※２ 業者コードは資格審査結果通知書（全省庁統一資格）に記載されている業者コード  

を記入すること。 

※３ 一切の費用を含む総価とする。 
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別記様式２－１ 

 

 

 

委 任 状 

 

 

私は、                   を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

１                                         に係る契約の入札及び見積に関する一切 

の件 

 

２  １の事項に係る復代理人を選任すること 

 

 

令和  年  月  日 

 

住          所 

会    社    名 

代 表 者 氏 名 

連絡先電話番号 

 

 

支出負担行為担当官 

デジタル庁会計担当参事官  殿 

 

（注） 入札会場で入札書を代理人が提出する場合に必要な書類。 
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別記様式２－２ 

 

 

 

 

委 任 状 

 

 

 

私は、                   を復代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

１                                   に係る契約の入札及び見積に関する一切の件 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

住          所 

会    社    名 

代 理 人 氏 名 

 

 

支出負担行為担当官 

デジタル庁会計担当参事官 殿 

 

 

（注） 入札会場で入札書を復代理人が提出する場合に必要な書類。代表者、代理人以外  

の者が入札に参加する場合に作成すること。 
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（別紙 履行証明書） 

 

令和  年  月  日 

（日付は、提出日を記載すること） 

 

 

履 行 証 明 書 

 

 

支出負担行為担当官 

デジタル庁会計担当参事官 殿 

 

 

住 所 

商号又は名称 

代 表 者 氏 名            

 

 

入札説明書の４(6)について、下記のとおり証明します。 

 

記 

 

履行期間中に、「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」の仕様書にお

ける要件等をすべて満たした業務の提供が可能であることを証明いたします。 

なお、本業務の適合証明書については、別添のとおりです。 

 

 

＜注意＞ 

１ 提出年月日は、必ず記入のこと。 

２ 用紙の大きさは、Ａ列４（縦）とする。 
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別添 

適 合 証 明 書 

 

入札説明書17(1)①に基づき、以下のとおり証明いたします。 

 

項 納入する物品の適用条件 合否 合否判定の拠となる事由・提出資料 

１ 仕様書に記載された○○○○の製品

を納入すること。 

 

 

 左記要件を満たすことを示す証明書（カタログ等）

を添付すること。 

２ 仕様書に記載された○○○○の製品

と同等であることを証明する書類を提

出すること。 

 

 

 左記要件を満たすことを示す証明書（カタログ等）

を添付すること。 

３ 仕様書に記載された設置方法、納入計

画等を示す書類を提出すること。 

 

 

 左記要件を満たすことを示す書類を提出すること。 

４ 本業務の遂行にあたり、履行体制を示

した書類を提出すること。 

 

 

 左記要件を満たすことを示す書類を提出すること。 

５ 本業務の履行にあたり、本製品又は同

等品の納入実績を証明する書類を提出

すること。 

 

 

 左記要件を満たすことを示す書類を提出すること。 

注…「合否」欄については、PJ担当者において記入する。 
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別記様３ 

 

  （例）契  約  書（物品売買契約） 

 

契約名   〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の購入 

 

契約金額 

  金                 
円也 

                        （うち消費税及び地方消費税額金     円） 

 

   上記の〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の購入に関して、 

 

支出負担行為担当官  デジタル庁会計担当参事官 〇〇〇〇 を甲とし、 

 

                             を乙として 

 

 後述の条項により売買契約を締結する。 

 

   本契約を証するため、この証書２通を作成し、双方記名押印の上各１通を保管する。 

 

令和  年  月  日 

 

 

    甲  デジタル庁会計担当参事官 

 

東京都千代田区紀尾井町１－３ 

               東京ガーデンテラス紀尾井町 

               支出負担行為担当官 

               デジタル庁会計担当参事官  〇 〇 〇 〇 

 

    乙                   

 

住   所               

 

               代表者氏名               
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第１章 総 則 

 

（契約の目的） 

第１条 乙は、本契約書のほか、本契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書及び提案書並びにその他の

書類で明記したすべての内容（以下「仕様書等」という。）に基づき、乙は、仕様書等に定める契約物品を納入期

限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その対価を乙に支払うものとする。 

 

（契約保証金） 

第２条 契約保証金の納付は免除する。 

 

（代金） 

第３条 甲は、乙に対し、仕様書等に従い、契約物品に対する対価に消費税額及び地方消費税額（消費税法（昭和

63 年法律第 108 号）第 28 条第１項及び第 29 条並びに地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 72 条の 82 及び第

72 条の 83 の規定に基づき、算出した額）を加算した額（以下「代金」という。）を支払うものとする。なお、本

契約に基づき支払う代金の合計金額を「契約金額」という。 

 

（納入期限及び納入場所） 

第４条 納入期限及び納入場所は、仕様書のとおりとする。 

２ 乙は、前項の条件のとおり契約物品を納入することとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 乙は、本契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は

承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。 

２ 乙は、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。）を第三者に譲渡し、貸与し、又は

質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（再委託） 

第６条 乙は、本契約に基づき甲が行うべき業務（以下「本件業務」という。）を第三者に再委託（本件業務の全部

又は一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。）してはならない。ただ

し、本件業務の一部を再委託する場合であって、甲の指定する様式にて申請し、その承認を得た場合又は軽微な

再委託として甲が示した基準に該当する場合は、この限りでない。 

２ 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先に義務を負わせるとと

もに、再委託先に対し、再々委託先等（再々委託先及びそれ以下の委託先をいう。また、再委託先及び再々委託

先等を総称して再委託先等という。以下、同じ）との全ての委託関係において、本契約を遵守するために必要な

事項について義務を負わせるものとする。 

３ 乙は、再委託先等の行為について甲に対して全ての責任を負うものとし、本契約終了後も有効に存続するもの

とする。 

 

（仕様書等の疑義） 

第７条 仕様書等と本契約書において同一の事項について別の定めがある場合であっても双方が効力を有するもの

とする。ただし、明らかな矛盾がある場合、仕様書等が優先されるものとする。 

２ 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。 

３ 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、本契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がそ

の説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求

めたときは、この限りでない。 
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（包装、梱包及び運送） 

第８条 乙は、仕様書等に定めるところにより、契約物品に必要な包装及び梱包を行うものとする。 

２ 包装、梱包及び納入場所までの並びに契約物品の据付け調整等（仕様書等に含めた場合に限る。）に必要な費用

は、代金に含まれるものとする。 

 

第２章 契約の履行 

 

（監督） 

第９条 甲は、本契約における適正な業務を受けるため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に

派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるとこ

ろにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。 

２ 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。 

３ 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。 

４ 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。 

 

（検査の申請、物品の納入等） 

第 10 条 乙は、契約物品を納入場所に納入（仕様書等に定める契約物品の据付け調整等を含む。以下同じ。）しよ

うとするときは、甲の指定する書面により、検査の申請を行い、甲の指示を受けるものとする。 

２ 乙は、契約物品を納入するときは、甲の指定する書面により甲又は甲が指定する場所の局所の長に通知するも

のとする。 

３ 前項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する職員の確認を受けた

のち、その指示するところにより開梱の上、その指定する場所に納入するものとする。 

４ 乙は、甲が指定する納入場所の局所に納入する契約物品については、甲の指定するところにより、納入したこ

とを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。 

５ 乙は、第三者に契約物品を納入させる場合には、仕様書等に定める納入方法及び第三項に規定する事項につい

て物品を持ち込む者に遵守させるものとする。 

 

（検査） 

第 11 条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、前条の規定により納入され

た契約物品を受理した日から起算して 10 日以内に、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定

をするものとする。 

２ 甲は、前項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものと

する。 

  なお、前条の規定により納入された日から起算して 14 日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。 

３ 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。 

４ 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。 

５ 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法によ

り乙にその旨通知するものとする。なお、第三者への委託の費用は、甲の負担とする。 

 

（代品等に係る検査） 

第 12 条 乙は、前条に規定する検査に不合格となった場合は、遅滞なくこれを引き取るものとする。また、乙は、

甲の要求があれば、甲の指定する期間内に改めて代品を納入し、検査を受けるものとする。この場合において、

履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができないものとする。 

２ 前項の場合において、相当期間内に乙が引き取らないときは、甲は、乙の負担において、当該物品を返送し、

又は保管を託すことができる。 

３ 前条の規定は、第１項の代品の検査の場合に準用する。 
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（所有権及び危険負担の移転） 

第 13 条 契約物品の所有権は、第 11 条の規定による検査に合格し、甲が当該物品を受領したとき又は前条の規定

により甲が当該物品の納入を認め、それを受領したときに、乙から甲に移転するものとする。 

２ 前項の規定により契約物品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による契約物

品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。 

３ 契約物品の包装等は、仕様書等に特に定めのあるものを除き、契約物品の所有権の移転とともに甲に帰属する

ものとする。 

 

（代金の請求及び支払） 

第 14 条 乙は、契約物品を納入した場合において、甲の行う全ての検査に合格したときは、支払請求書により代金

を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項に定める支払請求書を受領したときは、受理した日から起算して 30 日（以下「約定期間」という。）

以内に代金を支払うものとする。 

 

（支払遅延利息） 

第 15 条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日

数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決

定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間に支払いをしない

ことが天災地変等やむ得ない事由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利

息を支払う日数に計算しないものとする。 

２ 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものと

する。 

３ 甲が第 11 条第１項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をし

た日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合

は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前２項の計算の例に準じ、第１項に定め

る利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。 

 

（納入期限の猶予） 

第 16 条 乙は、契約物品を納入期限までに納入できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入

予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、納入期

限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲

は当初定めた納入期限を超過したことを理由として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものと

する。 

２ 乙が本契約の納入期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める納入期限の猶予の承認の有無に

かかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日（納入期限遅延後契約を解除したときは、

解除の日。）までの日数に応じて、当該契約金額に前条第１項に定める率を乗じて得た遅滞金を甲に支払うものと

する。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りでない。 

３ 前項の規定による遅滞金のほかに、第 22 条第１項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約

金を併せて支払うものとする。 

４ 甲は、乙が納入期限までに契約物品を納入しなかったことにより生じた直接及び間接の損害（甲の支出した費

用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。）について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただ

し、第 22 条第１項の規定による違約金が生じたときは、同条第３項の規定を適用するものとする。 

 

第３章 契約の効力等 

 

（契約物品の納入不能通知） 

第 17 条 乙は、理由の如何を問わず、本契約の納入期限までに契約物品を納入できる見込みがなくなった場合、又
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は契約物品を納入することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。 

 

（契約不適合） 

第 18 条 本契約において乙が甲に納入した契約物品について、種類、品質又は数量が甲の仕様書等の内容に適合し

ないものである場合、甲は、乙に対し、その修補、代替物、又は不足分の提供による履行の追完（以下、手段を

問わず総称して「履行の追完」という。）を請求することができる。なお、乙は如何なる場合であっても、甲の選

択と異なる方法で履行の追完をする場合は、甲の事前の承諾を得るものとする。 

２ 前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がな

いときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、乙に対して第 1 項に定める履行の追完の催告なく、

直ちに代金の減額を請求することができるものとする。 

（１）  履行の追完が不能であるとき。 

（２）  乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３）  本件業務の性質又は仕様書等の内容により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約を

した目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

（４）  前３号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らか

であるとき。 

４ 前３項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求及び解除権の行使を妨げないものとする。 

５ 本契約において乙が甲に納入した契約物品の種類又は品質が甲の仕様書等の内容に適合しない場合について

は、甲が不適合を知った日から１年以内にその旨を乙に通知しないときは、その不適合を理由として、履行追完

請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権及び解除権を行使できないものとする。ただし、乙が契約物品の納入

の時にその不適合を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りではない。 

６ 第 1 項に定める履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 

 

第４章 契約の変更等 

 

（契約の変更） 

第 19 条 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において、必要がある場合は、仕様書等の内容その他乙の義務

に関し、本契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。 

２ 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出す

るものとする。 

３ 乙は、本契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、本契約の納入期限等を変

更するため、甲と協議することができる。 

 

（事情の変更） 

第 20 条 甲及び乙は、本契約の締結後、天災地変、疫病の流行、法令の制定又は改廃、通信の品質その他の著しい

事情の変更により、本契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、本契約の内容を変更するため、

協議することができる。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。 

 

（甲の解除権） 

第 21 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を催告を要さず直ちに解除することが

できる。 

（１）  仕様書等で定める納入期限（第 16 条第 1 項により猶予を承認した場合は、その日。）までに、本契約

の履行を完了しなかったとき又は本契約の履行が完了しないことが客観的に明らかなとき。 

（２）  乙が正当な事由なく解約を申し出たとき。 

（３）  本契約の履行に関し、乙若しくは再委託先等又はこれらの役員若しくは従業員に不正の行為があった
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とき。 

（４）  前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。 

２ 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、代金の全部又は一部を乙に支払っているときは、

その全部又は一部について期限を定めて返還させることができる。 

 

（違約金） 

第 22 条 乙は、前条第１項の規定により、本契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解除

部分に対する価格の 100 分の 10 に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が 100 円未

満であるときは、この限りではない。 

２ 前項の規定による違約金のほかに、第 16 条第２項の規定により遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該

遅滞金を併せて支払うものとする。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、

賠償を請求することを妨げないものとする。 

 

（乙の解除権） 

第 23 条 乙は、甲がその責めに帰すべき事由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定め

てその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。 

 

（知的財産権等の非侵害の保証） 

第24条 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プ

ライバシー権、その他の権利又は利益（以下「知的財産権等」という。）を侵害しないことを保証する。 

２ 乙は、第三者の知的財産権等の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとす

る。 

３ 乙は、仕様書等に知的財産権等に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとする。 

 

第５章 秘密保持義務及び契約の変更等 

 

（秘密保持義務） 

第 25 条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が本契約の履行に際し知得する甲の技術上、営

業上又は業務上の一切の情報（以下「秘密情報」という。）については、適切に管理し、秘密を保持する義務を負

うものとする。ただし、次の各号いずれかに該当する情報については、この限りでない。 

（１） 開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報 

（２） 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 

（３） 開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報 

（４） 開示を受けた、又は知得した後、甲が秘密でないと判断した情報 

（５） 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報 

（６） 甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報 

（７）  第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報 （ただし、甲が同意した特定の

第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する秘

密保持義務が免除されるものとする。） 

２ 乙は、本契約の終了時（中止若しくは解除の場合を含む。）、又は甲が求めた場合、甲の指示に従い、秘密情報

を甲に返却、再生不可能な状態に消失又は廃棄の上その旨を証する書面を甲に報告するものとする。 

３ 乙は、秘密情報の漏えい、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、直ちに甲に対して通知し、必要な措置を

講じるとともに、その事故の発生から７日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面を

もって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。また、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合

は、速やかに報告するとともに、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報の管理体制、管理状況等に
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ついて、調査することができる。 

４ 本件業務の全部、又は一部を第三者に再委託する場合、乙は当該再委託先等に対し、第１項から前項に定める

措置を遵守させるものとする。 

 

（個人情報の取り扱い） 

第 26 条 個人情報に関する契約条項については、別添１「保有個人情報等の取扱いに関する特約条項」によるもの

とする。 

 

（談合等の不正行為） 

第 27 条 談合等の不正行為に関する契約条項については、別添２「談合等の不正行為に関する特約条項」によるも

のとする。 

 

（暴力団排除） 

第 28 条 暴力団排除に関する契約条項については、別添３「暴力団排除条項」によるものとする。 

 

第６章 雑則 

 

（調査） 

第 29 条 甲は、本契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図る

ため必要がある場合、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、

参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所その他の関係場所に立ち入り、調査

させることができる。 

２ 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。 

 

（存続事項） 

第 30 条 甲及び乙は、本契約を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、次に掲げる条項に

ついては、対象事由が消滅するまで、引き続き効力を有するものとする。 

 第 14 条、第 22 条、第 24 条、第 25 条、第 26 条、第 31 条、第 32 条及び第 33 条に規定する事項 

 

（紛争の解決） 

第 31 条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円滑に解決するもの

とする。 

 

（準拠法） 

第 32 条 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。 

 

（裁判所管轄） 

第 33 条 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

別添１ 

保有個人情報等の取扱いに関する特約条項 

 

（善良なる管理者の注意義務） 

第１条 乙は、本契約に関連し、甲から委託された又は取得した個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）第２条第１項に規定する「個人情報」をいう。）、仮名加工

情報（個人情報保護法第２条第５項に規定する「仮名加工情報」をいう。）及び匿名加工情報（個人情報保護法第

２条第６項に規定する「匿名加工情報」をいう。以下、総称して、「本件個人情報等」という。）については、善
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良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 

 

（安全確保の措置） 

第２条 乙は、本件個人情報等の漏えい等の防止のため、適切な措置をとらなければならない。 

 

（再委託） 

第３条 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者（委託先の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第

２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。）に再委託する場合、事前に甲の承認を得ると

ともに、本特約条項に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該

第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得

た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする（以下、本条

において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を総称して「再委託先等」という。）。 

２ 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、甲が指定する様式により個人情報等取扱業務の再委託に係る承

認申請を甲にしなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。 

 

（個人情報等の利用及び第三者への提供） 

第４条 乙は、本件個人情報等を甲が示した利用目的（特に明示がない場合は本契約の目的）以外の目的で利用し

てはならない。また、乙は、本件個人情報等を第三者へ提供又は漏えいしてはならない。 

２ 乙は、本契約の履行に必要な場合を除き、乙の事業所から本件個人情報等を持ち出してはならない。 

３ 乙は、本件個人情報等の入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピューター端末を限定するものとする。 

４ 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容

などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。 

 

（個人情報等の複製等） 

第５条 乙は、本件個人情報等を複製する場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。 

 

（個人情報等の管理状況についての検査） 

第６条 乙は、役員及び従業員に対する監督・教育、契約内容の遵守状況等の本件個人情報等の管理につき、定期

的に検査を行う。 

２ 甲は、特に必要と認めた場合には、乙に対し、本件個人情報等の管理状況に関し質問し、 資料の提出を求め、

又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができるものとする。 

 

（事故等の発生時における報告等） 

第７条 本件個人情報等に関する事故等が発生した場合には、乙は、速やかに、その内容を甲に報告しなければな

らない。 

 

（違反した場合における契約解除の措置等） 

第８条 甲は、乙が正当な理由なく本特約条項の全部又は一部を履行しない場合、事前の催告なく、本契約の全部

又は一部を解除することができる。 

２ 甲は、乙が正当な理由なく本特約条項の全部又は一部を履行しない場合、本契約を解除するか否かに関わらず、

乙に対し損害賠償請求できるものとする。 

 

（委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却） 

第９条 乙は、本契約の履行が終了した場合又は甲が請求する場合、乙は本件個人情報等を甲に返却、消去又は廃

棄しなければならない。また、甲が求める場合は、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するも

のとする。 
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（法令及び特約の優先） 

第１０条 本特約条項と異なる取扱いが法令により認められている場合又は本特約条項と異なる取扱いをする旨別

途明示的に合意した場合は、法令又は当該合意が本特約条項に優先して適用されるものとする。 

 

別添２ 

 

談合等の不正行為に関する特約条項 

 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第１条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することがで

きる。 

（１）  公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用

人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下

「独占禁止法」という。）第７条又は同法第８条の２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の

場合に限る。）の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において

読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７

項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）若しくは第７条の７第３項の規定による課

徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（２）  乙又は乙の代理人が刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第

89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき（乙の役員

又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定による

通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第２条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかか

わらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づき、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を甲が指

定する期日までに支払わなければならない。 

（１）  公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２（同法第８条第１

号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が

確定したとき。 

（２）  公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第８条の３において

読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

（３）  公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項（同法第８条の３において

読み替えて準用する場合を含む。）又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を

行ったとき。 

（４）  乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の６若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95

条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前  項の契約金額の 100

分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の５に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払

わなければならない。 

（１）  公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第８条の３において

読み替えて準用する場合を含む。）及び第７条の３の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定した

とき。 

（２）  当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 

（３）  乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 
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４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過

分の損害につき賠償をすることを妨げない。 

 

（違約金に関する遅延利息） 

第３条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日か

ら支払をする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 

 

別添３ 

 

暴力団排除条項 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第１条 甲（発注者をいう。以下同じ。）は、乙（契約の相手方をいう。以下同じ。）が次の各号の一に該当すると

認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は

支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、

その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積

極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第２条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。 

  （１）暴力的な要求行為 

  （２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

  （３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

  （４）偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為 

  （５）その他前各号に準ずる行為 

 

（表明確約） 

第３条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約

する。 

２ 乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等（下請負人（下請が数次にわ

たるときは、すべての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託以降のすべての受託者を含む。）並びに乙、下請

負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないこと

を確約する。 

 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第４条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を

解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 

２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したと
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き、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に

対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 

 

（損害賠償） 

第５条 甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害

について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

２ 乙は、甲が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたと

きは、その損害を賠償するものとする。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第６条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務

妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを

拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行

うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


